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(57)【要約】
【課題】　成分（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸及び成分（ｂ）ビタミンＥ類
を含む化粧料又は皮膚外用剤の経時的な変色を抑制すること。
【解決手段】　次の成分（ａ）、成分（ｂ）及び成分（ｃ）；（ａ）炭素数１６～２２の
多価不飽和脂肪酸、（ｂ）ビタミンＥ類、（ｃ）ドクダミ抽出物を含有する化粧料又は皮
膚外用剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（ａ）、成分（ｂ）及び成分（ｃ）；
（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸
（ｂ）ビタミンＥ類
（ｃ）ドクダミ抽出物
を含有する化粧料又は皮膚外用剤。
【請求項２】
　前記成分（ａ）が、リノール酸である、請求項１に記載の化粧料又は皮膚外用剤。
【請求項３】
　前記成分（ｂ）が、ビタミンＥである、請求項１又は２に記載の化粧料又は皮膚外用剤
。
【請求項４】
　前記成分（ａ）と成分（ｂ）の含有質量割合（ａ）／（ｂ）が０．１～１００００であ
る請求項１～３の何れか１項記載の化粧料又は皮膚外用剤。
【請求項５】
　前記「成分（ａ）＋成分（ｂ）」と成分（ｃ）の含有質量割合［（ａ）＋（ｂ）］／（
ｃ）が、０．１～１２０００である請求項１～４の何れか１項記載の化粧料又は皮膚外用
剤。
【請求項６】
　前記成分（ａ）及び成分（ｂ）による変色を抑制する請求項１～５の何れか１項記載の
化粧料又は皮膚外用剤。
【請求項７】
　ドクダミ抽出物を有効成分とする、次の成分（ａ）及び成分（ｂ）；
　（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸から選ばれる１種又は２種以上
　（ｂ）ビタミンＥ類から選ばれる１種又は２種以上
を含有する組成物の変色を抑制する剤。
【請求項８】
　ドクダミ抽出物を使用する、次の成分（ａ）及び成分（ｂ）による変色を抑制する方法
。
　（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸から選ばれる１種又は２種以上
　（ｂ）ビタミンＥ類から選ばれる１種又は２種以上
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、化粧料、皮膚外用剤、並びに（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸及
び（ｂ）ビタミンＥ類を含有する組成物の変色を抑制するための剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭素数１８～２２かつ分子構造中の不飽和数が２以上の遊離脂肪酸は、美白作用等の種
々の目的で、化粧料又は皮膚外用剤に用いられることが多い。
　例えば、特許文献１には、炭素数１８～２２かつ分子構造中の不飽和数が２以上の遊離
脂肪酸、その塩、あるいは一価又は二価アルコールとのエステルを活性成分として含有す
る化粧料が開示されている。
　また、特許文献２には、甘草から抽出された油溶性エキス、および炭素数１８～２２で
あって、その分子構造中の不飽和結合数が２以上である遊離脂肪酸、その塩及びそのエス
テルからなる群より選ばれた１種または２種以上の成分を配合したことを特徴とする美白
化粧料が開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６３－２８４１０９号公報
【特許文献２】特開平５－１９４１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者らは、後記〔表１〕に示すように、炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸とビ
タミンＥ類とを混合した化粧料成分が経時的に変色していることに気づいた（試験例１～
３参照）。
　一般的に、炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸は、酸化等による劣化を受けやすく経
時的に不安定な成分であるとして知られている。また、ビタミンＥ類は、脂溶性ビタミン
として食品、医薬品及び化粧品等に広く用いられ、また抗酸化剤としても広く利用されて
いる。
　通常であれば、前記多価不飽和脂肪酸の劣化を、ビタミンＥ類がその抗酸化作用によっ
て抑えられると考える。しかしながら、実際には、これらを混ぜた組成物で変色が発生し
た。
　化粧料や皮膚外用剤等の製品において、成分（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪
酸及び成分（ｂ）ビタミンＥ類を併用することが望まれる一方で、変色は製品の外観上好
ましくなく、また変色が発生する製品の場合、用途が限定される可能性がある。
【０００５】
　そこで、本技術は、成分（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸及び成分（ｂ）ビ
タミンＥ類を含む化粧料又は皮膚外用剤の変色を抑制することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、成分（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸及び成分（ｂ）ビタミ
ンＥ類を含む組成物の変色を抑制するため、この組成物と種々の植物抽出物との組み合わ
せを検討した。
　後記〔表２〕に示すように、シャクヤク抽出物、ローズマリー抽出物及び緑茶抽出物の
何れを使用した場合でも、これら植物抽出物を添加していない比較例１品と対比すると、
かえって前記成分（ａ）及び前記成分（ｂ）を含む組成物の変色が強くなってしまった。
（比較例２～４参照）。　しかしながら、本発明者らは、偶然にも、ドクダミ抽出物であ
れば、前記成分（ａ）及び（ｂ）を含む組成物の変色を抑制することができることを見出
し、本発明を完成させた。
【０００７】
　すなわち、本技術は、以下のとおりである。
　本技術は、次の成分（ａ）、成分（ｂ）及び成分（ｃ）；
（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸
（ｂ）ビタミンＥ類
（ｃ）ドクダミ抽出物
を含有する化粧料又は皮膚外用剤である。
【０００８】
　また、本技術は、ドクダミ抽出物を有効成分とする、次の成分（ａ）及び成分（ｂ）；
　（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸から選ばれる１種又は２種以上
　（ｂ）ビタミンＥ類から選ばれる１種又は２種以上、
を含有する組成物の変色を抑制する剤である。
【０００９】
　前記成分（ａ）が、リノール酸であってもよく、これを含むものであってもよい。
　前記成分（ｂ）が、ビタミンＥであってもよく、これを含むものであってもよい。
　前記成分（ａ）と成分（ｂ）の含有質量割合（ａ）／（ｂ）が０．１～１００００であ
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ってもよい。
　前記「成分（ａ）＋成分（ｂ）」と成分（ｃ）の含有質量割合［（ａ）＋（ｂ）］／（
ｃ）が、０．１～１２０００であってもよい。
　前記成分（ａ）及び成分（ｂ）による変色を抑制することであってもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本技術によれば、成分（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸及び成分（ｂ）ビタ
ミンＥ類を含む化粧料又は皮膚外用剤の変色を抑制することができる。
　なお、ここに記載された効果は、必ずしも限定されるものではなく、本技術中に記載さ
れたいずれかの効果であってもよい。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜化粧料又は皮膚外用剤＞
　本技術は、成分（ａ）炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸、成分（ｂ）ビタミンＥ類
、及び成分（ｃ）ドクダミ抽出物を含有する組成物である。前記組成物は、化粧料及び皮
膚外用剤であることが望ましい。
　成分（ｃ）ドクダミ抽出物を使用することにより、前記成分（ａ）及び前記成分（ｂ）
に起因する変色を抑制することができ、またこれら成分（ａ）及び成分（ｂ）を含む組成
物の変色、また化粧料又は皮膚外用剤の変色を抑制することができる。
　また、本技術は、前記成分（ａ）、前記成分（ｂ）及び前記成分（ｃ）を含み、前記成
分（ａ）及び前記成分（ｂ）による変色を抑制する組成物、化粧料又は皮膚外用剤を提供
することができる。
【００１２】
　一般的に「変色」を促進させる原因として、例えば、光（特に紫外線）、温度（特に熱
、高温）、ｐＨ等がいわれ、経時的に変色することが問題視される。
　通常、化粧料又は皮膚外用剤は製造後に梱包され一定期間保管されることが多く、その
間に様々な温度環境や光にさらされても経時的に安定であることが求められる。とくに外
観は化粧料や皮膚外用剤にとって重要な品質であることから、使用者が開封したときや使
用期間中に製品が前記成分（ａ）及び成分（ｂ）による経時的な変色を抑制できることが
重要となる。
　本技術において、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）による経時的な変色を常温において長
期間抑制できることは有利な点であり、後記〔実施例〕からすると常温で少なくとも３年
以上抑制することが可能と考える。
【００１３】
　また、「変色」は、色差：５０℃と５℃にそれぞれ静置し一定期間後の測色値のΔＥを
比較することで判断することができる。
　この色差が好ましくは、ΔＥ６未満、より好ましくはΔＥ５．５未満、さらに好ましく
はΔＥ５．０以下であることが好適である。この色差のΔＥが小さいほど、変色の程度が
少ないと判断できる。
【００１４】
＜長鎖多価不飽和脂肪酸＞
　本技術で使用される成分（ａ）である、炭素数１６～２２の多価不飽和脂肪酸は、その
分子構造中の不飽和結合数が２又は３以上を有するものである。当該成分（ａ）は、後述
する成分（ｂ）ビタミンＥ類と併用することで変色が生じると考えられる。
　前記成分（ａ）多価不飽和脂肪酸は、遊離脂肪酸、その塩（一般的に使用可能な塩）の
いずれの状態でもよく、このうちから１種又は２種以上を選択することができる。前記多
価不飽和脂肪酸は、遊離脂肪酸の状態であることが好ましく、また不飽和結合が２個のも
のが好ましい。
　また、前記多価不飽和脂肪酸の炭素数は、好ましくは１８～２２である。
　前記成分（ａ）は、市販品を使用すればよく、分離精製品又は合成品を使用することが
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好ましい。
【００１５】
　前記成分（ａ）は、紫外線による皮膚の乾燥や、シミ・ソバカス等の色素沈着の消失・
予防作用を有することが期待できる。このため、前記成分（ａ）を、エモリエント作用成
分や美白用成分として使用することができる。そして、前記成分（ａ）を含有させること
でエモリエント用又は美白用の組成物（例えば、化粧料、皮膚外用剤等）とすることがで
きる。
【００１６】
　前記遊離脂肪酸としては、その代表的なものとして、リノール酸、α－リノレン酸、γ
－リノレン酸、ジホモ－γ－リノレン酸、アラキドン酸、エイコサジエン酸、エイコサペ
ンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）等が挙げられ、このうちから１種
又は２種以上を選択することができる。
　前記遊離脂肪酸の塩としては、例えば、ナトリウム塩、カリウム塩等の金属塩；アルギ
ニン塩、リジン塩等のアミノ酸塩；トリエタノールアミン塩、モノエタノールアミン塩等
のアミン塩等が挙げられ、このうちから１種又は２種以上を選択することができる。
【００１７】
　本技術において、組成物中に前記多価不飽和脂肪酸のエステルが含まれる場合、このエ
ステル誘導体が、温度やｐＨ、経時等により分解されて遊離多価不飽和脂肪酸が生成され
ることがあるが、本技術によればこの遊離多価不飽和脂肪酸とビタミンＥ類による変色を
抑制することができる。
【００１８】
　前記成分（ａ）のうち、リノール酸又はその塩は、成分（ｂ）ビタミンＥ類と混合する
ことで、変色を生じさせやすいと考えられ、また、リノール酸は、美白作用及びエモリエ
ント作用もあり、臭いも少ない。
　このようなことから、成分（ａ）のうち、リノール酸又はその塩（以下、リノール酸類
ともいう）が好ましく、また、リノール酸類（好適には、リノール酸）を含む前記成分（
ａ）が好ましい。また、本技術において、リノール酸類以外の前記成分（ａ）も含むこと
は効能を損なわない範囲において可能である。
　本技術のエモリエント作用とは、皮膚を柔軟にする作用及び皮膚の保湿作用をいう。
【００１９】
　本技術で使用される成分（ａ）の含有量又は使用量は、前記組成物中、遊離脂肪酸換算
として０．０００１質量％～５質量％が好ましく、０．００１質量％～３質量％がより好
ましく、０．０１質量％～１質量％がさらに好ましい。
　また、本技術で使用されるリノール酸類の含有量又は使用量は、前記組成物中、化粧料
又は皮膚外用剤中、０．０００１質量％～５質量％が好ましく、０．００１質量％～３質
量％がより好ましく、０．０１質量％～１質量％がさらに好ましい。
【００２０】
　本技術で使用される成分（ｂ）ビタミンＥ類として、トコフェロール（例えば、α－，
β－，γ－，δ－トコフェロール）及びトコトリエノール（例えば、α－，β－，γ－，
δ－トコトリエノール等）等のビタミンＥ；ビタミンＥアセテート、ビタミンＥニコチネ
ート、α－トコフェロール　２－Ｌ－アスコルビン酸リン酸ジエステル等のビタミンＥ誘
導体（好適にはビタミンＥエステル）；これらの塩（一般的に使用可能な塩）等が挙げら
れ、このうちから１種又は２種以上を選択することができる。
　前記成分（ｂ）は、市販品を使用すればよく、天然由来であっても合成品であっても良
い。また天然由来である場合は分離精製品が好ましい。
【００２１】
　一般的に、合成ビタミンＥは、素材原料を化学合成にて製造されたもの（例えば、ｄｌ
－α－トコフェロール等）である。
【００２２】
　また、一般的に、天然由来ビタミンＥは、植物油又は微生物（例えば、藻類等）の生産
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油から抽出したものである。このうち、植物油由来のビタミンＥが、化粧品等に多く利用
されているので、好ましい。この植物として、大豆、ヒマワリ種子、コムギ胚芽、菜種等
が挙げられる。また藻類としては、ユーグレナ、クロレラ、スピルリナ等が挙げられる。
　また、天然由来ビタミンＥとして、例えば、抽出後に有機酸（例えば、酢酸やコハク酸
等）等を付加して安定化したもの（例えば、酢酸ｄ－α－トコフェノール等を含むビタミ
ンＥ誘導体）及び抽出後誘導体としないもの（ｄ－α－トコフェロール等を含むビタミン
Ｅ）等が挙げられる。
【００２３】
　一般的に、植物油由来のビタミンＥ又は藻類由来のビタミンＥは、α―トコフェロール
、β―トコフェロール、γ―トコフェロール、δ―トコフェロールを含み、これらから選
ばれる１種又は２種以上の混合物である。通常、このうちの、２種、３種又は４種を含有
していることが多い。
【００２４】
　一般的に市販されている植物油由来ビタミンＥの組成比は、α―トコフェロール５～２
０質量％、β―トコフェロール０～１０質量％、γ―トコフェロール３０～９０質量％、
δ―トコフェロール５～６０質量％などがある。この市販品の植物油由来ビタミンＥは、
別名として、天然ビタミンＥとも呼ばれている。
【００２５】
　前記成分（ｂ）ビタミンＥ類は、前記成分（ａ）多価不飽和脂肪酸と混合することで、
経時的な変色を生じさせやすいと考えられる。また、ビタミンＥは、抗酸化作用、血行促
進作用があり、コストや安全性等の点からよく利用されている。
【００２６】
　前記成分（ｂ）のうち、ビタミンＥが好ましい。ビタミンＥとして、合成ビタミンＥで
あってもよいし、天然由来ビタミンＥであってもよい。また、本技術において、ビタミン
Ｅ以外の前記成分（ｂ）も含むことは効能を損なわない範囲において可能である。
　前記ビタミンＥのうち、トコフェロールが好ましい。トコフェロールとして、合成トコ
フェロールであってもよいし、天然トコフェロールであってもよい。
　このうち、α―トコフェロール、β―トコフェロール、γ―トコフェロール及びδ―ト
コフェロールから選ばれる混合物である点で、天然トコフェロールが好ましい。また、混
合物であれば、合成トコフェロールでもよい。
【００２７】
　本技術で使用される成分（ｂ）の含有量又は使用量は、前記組成物中、０．００００１
質量％～５質量％が好ましく、０．０００１質量％～３質量％がより好ましく、０．００
１質量％～１質量％がさらに好ましい。
　また、本技術で使用されるビタミンＥの含有量又は使用量は、前記組成物中、０．００
００１質量％～５質量％が好ましく、０．０００１質量％～３質量％がより好ましく、０
．００１質量％～１質量％がさらに好ましい。
【００２８】
　本技術で使用される成分（ｃ）のドクダミ抽出物とは、ドクダミ科（Ｓａｕｒｕｒａｃ
ｅａｅ）ドクダミ属（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）、ドクダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏ
ｒｄａｔａ）及びその近縁植物の抽出物である。
　前記ドクダミ科（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ）ドクダミ属（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）、ド
クダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）及びその近縁植物としては、ハンゲシ
ョウ（Ｓａｕｒｕｒｕｓ　ｃｈｉｎｅｎｓｉｓ）等が挙げられる。ドクダミは、東アジア
、東南アジアが原産とされる多年草で、食用、薬用などに用いられている。生薬「ジュウ
ヤク（十薬）」はドクダミの開花期の地上部を乾燥させたものである。
 
【００２９】
　前記植物の抽出に使用する部位として、何れの部位を用いてもよいが、例えば、例えば
、葉、茎、根及び花が挙げられ、これらから１種又は２種以上を選択したものを用いるこ
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とができる。このうち、本技術の変色抑制の点で、開花期の地上部が好ましい。
　前記植物抽出の部位は、乾燥、粉砕、切断又は細断等の適宜処理を施したものを使用す
ることができ、当該処理後に抽出を行うことが望ましい。
【００３０】
　前記植物の抽出方法は、特に限定されない。抽出は、前記ドクダミを一定温度（低温、
室温又は加温）下にて、所定期間、浸漬等にて、抽出溶媒を用いて行えばよい。
【００３１】
　前記抽出溶媒として、特に限定されないが、例えば、水、有機溶媒等が挙げられ、これ
らから１種又は２種以上選択することができる。また、超臨界状態の二酸化炭素や水等を
用いることもできる。
　前記有機溶媒として、例えば、アルコール類；アセトン等のケトン類；エチルエーテル
等のエーテル類；酢酸エチル等のエステル類；ヘキサン、ベンゼン等の炭化水素等から選
ばれる１種又は２種以上のものを用いることができる。
【００３２】
　前記アルコール類として、例えば、低級１価アルコール（例えば、メタノール、エタノ
ール等）；液状多価アルコール（例えば、１，３－ブチレングリコール、プロピレングリ
コール、グリセリン等）等が挙げられる。
　前記アルコール類は、１価アルコール類及び２価アルコール類が好ましく、アルコール
類の炭素数は１～５程度であるのが好ましい。
【００３３】
　前記抽出溶媒のうち、水及び／又はアルコール類（好適には炭素数１～４）が好ましい
。前記アルコール類として、メタノール、エタノール、プロピレングリコール及び１，３
－ブチレングリコール（１，３－ＢＧ）から選ばれる１種又は２種以上のものが好ましい
。
　この抽出溶媒のうち、さらに好ましくは、水、エタノール及び１，３－ブチレングリコ
ールから選ばれる１種又は２種以上の混合のものであり、より好ましくは、水、エタノー
ル、１，３－ブチレングリコール、エタノール水混合溶液、１，３－ブチレングリコール
水混合溶液であり、よりさらに好ましくは１，３－ブチレングリコール水混合溶液である
。
　また、アルコール水溶液の場合、アルコール類濃度（Ｖ／Ｖ）は、好ましくは０～１０
０体積％であり、より好ましくは２０～８０体積％であることが好適である。
【００３４】
　前記ドクダミ抽出物の好ましい抽出方法の例として、前記ドクダミを、前記抽出溶媒に
て、室温（例えば１～３０℃程度）又は加温（例えば３０～１００℃程度）で、５分間～
７日間抽出を行う方法が挙げられる。このときの抽出溶媒として、水、アルコール類、又
は水－アルコール類混合液の何れかが好ましく、さらに好ましくは、１，３－ブチレング
リコール水混合溶液である。
　前記抽出は、室温抽出又は加温抽出のいずれでもよい。室温（好適には、１０～３０℃
）抽出で１～７日間であるのが好ましい。また、加温（４０～９０℃）抽出で１～１２時
間であるのが好ましい。
【００３５】
　本技術のドクダミ抽出物は、そのまま有効成分として使用してもよいし、効果を損なわ
ない範囲で夾雑物等不純物を除去するため又は効果を高めるために、適宜、公知の分離精
製方法にて処理してもよい。例えば、必要に応じて、さらに抽出溶媒の除去、濾過、イオ
ン交換樹脂等の脱臭、脱色等の精製処理を施した後に用いることもできる。また、液体ク
ロマトグラフィー等の分離手段を用いて、活性の高い画分を用いることができる。
【００３６】
　本技術のドクダミ抽出物は、抽出液単独で又は異なる抽出方法にて得られた抽出液を混
合してそのまま用いるか、又は当該抽出物を希釈、濃縮又は乾燥させて、液状、粉末状、
ペースト状に調製して用いることもできる。
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【００３７】
　そして、後記実施例に示すように、本技術の成分（ｃ）ドクダミ抽出物は、（ａ）炭素
数１６～２２の多価不飽和脂肪酸から選ばれる１種又は２種以上、（ｂ）ビタミンＥ類か
ら選ばれる１種又は２種以上を含むことにより生じる変色を抑制する作用を有する。すな
わち、前記成分（ｃ）を有効成分として含有する、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）を含む
組成物の変色抑制剤を提供することができる。なお、この前記成分（ａ）及び成分（ｂ）
を含む組成物は、化粧料又は皮膚外用剤であることが、後記〔実施例〕の結果より、好ま
しい。
【００３８】
　また、本技術の成分（ｃ）ドクダミ抽出物は、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）による変
色を抑制する方法に使用することができる。また、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）を含有
する組成物の変色を抑制するための、成分（ｃ）ドクダミ抽出物を提供することができる
。また、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）による変色を抑制できる剤又は組成物を製造する
ために、成分（ｃ）ドクダミ抽出物を使用することができる。
【００３９】
　本技術で使用される成分（ｃ）の含有量又は使用量は、前記組成物中、エキス純分とし
て０．００００１質量％～５質量％が好ましく、０．００００５質量％～１質量％がより
好ましく、０．０００１質量％～０．５質量％がさらに好ましい。
　また、本技術で使用されるドクダミ科（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ）ドクダミ属（Ｈｏｕ
ｔｔｕｙｎｉａ）、ドクダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）及びその近縁植
物の抽出物（好適にはドクダミ科（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ）ドクダミ属（Ｈｏｕｔｔｕ
ｙｎｉａ）、ドクダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）の開花期地上部の抽出
物）の含有量又は使用量は、前記組成物中、エキス純分として０．００００１質量％～５
質量％が好ましく、０．００００５質量％～１質量％がより好ましく、０．０００１質量
％～０．５質量％がさらに好ましい。
【００４０】
　本技術の、組成物、化粧料若しくは皮膚外用剤、又は変色抑制方法におけるｐＨは、特
に限定されず、適宜ｐＨ調整剤にて調整することができる。
　本技術のｐＨ（２０℃）は、好ましくは３．０～９．０であり、より好ましくは４．０
～８．０である。当該ｐＨに調整することで、前記成分（ｃ）ドクダミ抽出物が、前記成
分（ａ）及び成分（ｂ）による変色を抑制し易いので、有利である。
　また、前記成分（ａ）～成分（ｃ）を混合した後のｐＨ（２０℃）は、好ましくは３．
０～９．０、より好ましくは４．０～８．０に調整することが、経時的な変色を抑制し易
い点で、好適である。
　また、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）は水存在下で変色が生じ易いので、水を含む組成
物に、成分（ｃ）ドクダミ抽出物を変色抑制のために使用することが好ましい。
【００４１】
　本技術で使用される前記成分（ａ）と成分（ｃ）の含有（使用）質量割合（ａ）／（ｃ
）は、好ましくは０．１～１０００、より好ましくは０．３～５００、より好ましくは０
．５～１００である。
　本技術で使用される前記成分（ｂ）と成分（ｃ）の含有（使用）質量割合（ｂ）／（ｃ
）は、好ましくは０，００３～１００００、より好ましくは０．０１～１０００、より好
ましくは０．１～１００である。
【００４２】
　本技術で使用される前記成分（ａ）多価不飽和脂肪酸と前記成分（ｂ）ビタミンＥ類の
含有質量割合（ａ）／（ｂ）が、好ましくは０．１～１００００、より好ましくは０．３
～１０００、さらに好ましくは０．５～５００である。このような範囲にすることにより
、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）の効能をさらに良好に発揮させることができる。
【００４３】
　本技術で使用される「成分（ａ）＋成分（ｂ）」と成分（ｃ）の含有（使用）質量割合
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［（ａ）＋（ｂ）］／（ｃ）が、好ましくは０．１～１２０００、より好ましくは０．３
～６０００、より好ましくは０．５～３０００である。このような範囲にすることにより
、前記成分（ａ）及び成分（ｂ）の効能をさらに良好に発揮させつつ、より良好に変色抑
制を行うことができる。
【００４４】
　また、本技術の変色抑制の対象となる組成物（好適には、化粧料又は皮膚外用剤）は、
例えば、皮膚外用剤、化粧料、美白剤、デオドラント剤、洗剤等が挙られる。このうち、
エモリエント効果を期待するスキンケアのために使用する組成物等が好ましい。
【００４５】
　また、本技術の成分（ａ）～成分（ｃ）を含む組成物、化粧料又は皮膚外用剤には、必
要に応じて本技術の効果を損なわない範囲で、通常、化粧料や医薬部外品、医薬品等の皮
膚外用剤等の種々の製剤に使用される成分を加えることができる。当該成分として、例え
ば、水、油剤、界面活性剤、金属セッケン、ゲル化剤、粉体、アルコール類、水溶性高分
子、皮膜形成剤、樹脂、紫外線防御剤、包接化合物、抗菌剤、香料、消臭剤、塩類、ｐＨ
調整剤、清涼剤、動物・微生物由来抽出物、植物抽出物、血行促進剤、収斂剤、抗脂漏剤
、美白剤、抗炎症剤、活性酸素消去剤、細胞賦活剤、保湿剤、キレート剤、角質溶解剤、
酵素、ホルモン類、ビタミン類等が挙げられる。これらから適宜１種又は２種以上選択し
て使用することができる。
【００４６】
　本技術の成分（ａ）～成分（ｃ）を含む組成物、化粧料又は皮膚外用剤は、公知の製法
によって得ることができる。
　本技術の化粧料及び皮膚外用剤として、具体的には、例えば、乳液、クリーム、化粧水
、美容液、パック、オールインワンジェル、日焼け止め、洗浄料などの基礎化粧料、メイ
ク下地、ＢＢクリーム、ファンデーション、頬紅、口紅等のメイクアップ化粧料、養毛料
、ヘアトニック、シャンプー、リンス等の頭髪用化粧料、分散液、軟膏、液剤、エアゾー
ル、貼付剤、パップ剤、リニメント剤等のいずれの形態であってもよい。美白効果やエモ
リエント効果等を期待するような、肌に使用する化粧料及び皮膚外用剤が好ましい。
【００４７】
　また、本技術の成分（ｃ）を含む変色抑制剤は、公知の製法によって得ることができる
。
　本技術の変色抑制剤又は変色抑制方法の用途として、化粧料；医薬部外品、医薬品等の
皮膚外用剤；経口剤、注射剤等に使用することも可能であり、特に、皮膚に適用するよう
な、化粧料及び皮膚外用剤に使用することが好適である。
　また、本技術の変色抑制剤を配合する形態としては、例えば、化粧料や医薬部外品、医
薬品等の皮膚外用剤等が挙げられる。本技術の変色抑制剤をこれら形態に配合する際には
、適宜許容される成分を含有させてもよい。また、本技術の変色抑制剤は、これらを製造
するときに含有させることもできる。
【実施例】
【００４８】
　以下、実施例、試験例等を挙げ、本発明（本技術）をさらに具体的に説明するが、本発
明（本技術）はこれら実施例等に何ら制約されるものではない。なお、含有量は特記しな
い限り、その成分が含有される系に対する質量％で示す。
【００４９】
＜試料調製＞
　リノール酸として、市販品（和光純薬工業社製）の遊離脂肪酸のリノール酸を購入し、
使用した。
　ビタミンＥとして、市販品（エーザイ社製）の天然由来ビタミンＥ（植物由来）を購入
し、使用した。当該市販品は、植物由来のビタミンＥであり、少なくともα―トコフェロ
ール、γ―トコフェロール及びδ―トコフェロールを含んでいる。
　各植物抽出物は、以下のドクダミ抽出物、ローズマリー抽出物、シャクヤク抽出物、緑
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【００５０】
＜製造例１．ドクダミ抽出物の調製＞
　ドクダミ科（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ）ドクダミ属（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）、ドクダ
ミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）の開花期地上部を乾燥したものの粉砕物１
０ｇに、５０体積％１，３－ブチレングリコール水溶液（１，３－ブチレングリコール　
５：水　５（Ｖｏｌ／Ｖｏｌ））１００ｍＬを加えて室温（１０～３０℃）で１週間抽出
した。抽出液を濾過後、溶媒を留去して乾固し、エキス純分としてドクダミ抽出物を得た
。
【００５１】
＜製造例２．ローズマリー抽出物の調製＞
　シソ科マンネンロウ属ローズマリー（学名：Ｒｏｓｍａｒｉｎｕｓ　ｏｆｆｉｃｉｎａ
ｌｉｓ）の乾燥した葉１０ｇに５０体積％１，３－ブチレングリコール水溶液１００ｍＬ
を加えて室温（１０～３０℃）で７日間抽出を行った後、ろ液を約５℃で７日間静置して
熟成させた後、濾過した。濾液の溶媒を留去して乾固し、エキス純分としてローズマリー
抽出物を得た。
＜製造例３．シャクヤク抽出物の調製＞
　ボタン科ボタン属シャクヤク（学名：Ｐａｅｏｎｉａ　ｌａｃｔｉｆｌｏｒａ）の根１
０ｇを細切し、これに５０体積％１，３－ブチレングリコール水溶液１００ｍＬを加えて
加温（約５０～７０℃）しながら撹拌し４時間抽出した後、濾過した。ろ液を約５℃で７
日間静置して熟成させた後、濾過した。濾液の溶媒を留去して乾固し、エキス純分として
シャクヤク抽出物を得た。
＜製造例４．緑茶植物抽出物の調製＞
　ツバキ科ツバキ属チャノキ（学名：Ｃａｍｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ）の乾燥した
葉１０ｇを細切し、５０体積％エタノール水溶液２００ｍＬを加えて室温（１０～３０℃
）で撹拌しながら２日間抽出を行った後、抽出液を濾過後、溶媒を留去して乾固し、エキ
ス純分として緑茶抽出物を得た。
【００５２】
＜色差測定方法＞
　５０℃用及び５℃用の試料を入れるガラス瓶を準備した。試料をそれぞれのガラス瓶に
分注し、ガラス瓶内の空気を置換せずにそのままの状態で、蓋をした。試料入りガラス瓶
を、それぞれ５０℃及び５℃の恒温器に入れて、一定期間静置した。
　一定期間静置した各試料を測定用ガラスセルに移し、日本電色色差計ＳＥ－２０００を
用いてＬ＊，ａ＊，ｂ＊値を測色し、測色値から、ΔＬ＝Ｌ＊（５℃）－Ｌ＊（５０℃）
、Δａ＝ａ＊（５℃）－ａ＊（５０℃）、Δｂ＝ｂ＊（５℃）－ｂ＊（５０℃）を算出し
た。
　次に以下の式に従いΔＥを算出して、ΔＥの値によって試料の変色を評価した。
　　ΔＥ＝（（ΔＬ）２＋（Δａ）２＋（Δｂ）２）１／２
　　　Ｌ＊は「明度指数」（Ｌ軸＝０～１００）、ａ＊とｂ＊は「クロマティクネス指数
」（ａ軸＝－１２０～＋１２０、ｂ軸＝－１２０～＋１２０）
【００５３】
＜試験例１：経時的安定性（変色）試験＞
　表１に示す各成分を混合して、試験例１～３の試料を作製した。製造時の試料のｐＨ（
２０℃）は６．５でこの試験例１～３の試料を、上記色差測定方法にて測定を行い、４日
間静置した後の５℃保管品と５０℃保管品との色差ΔＥを求めた。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
　リノール酸及び天然由来ビタミンＥを併用していない、天然由来ビタミンＥ単独の試験
例２試料及びリノール酸単独の試験例３試料では、色差が１未満であり変色は生じていな
かった。しかし、リノール酸及び天然由来ビタミンＥを併用した試験例１試料では、それ
ぞれ試験例２試料及び試験例３試料と比較すると、色差ΔＥが試験開始わずか４日目とい
う短期間であっても４倍及び９倍以上であり、肉眼においてもわずかに変色（黄変）が確
認できたことから、経時的に変色がさらに進行することが予想された。
【００５６】
　リノール酸及びビタミンＥを配合することで、４日目においても相乗効果的に色差が大
きくなったことは全くの意外であり、本発明者らはそのメカニズムについて検討しており
、このメカニズムは未だ不明であるが、多価不飽和脂肪酸及びビタミンＥ類に起因した変
色と考えている。
【００５７】
　しかしながら、化粧料や皮膚外用剤等の製品において、変色は好ましくないことであり
、一方で、多価不飽和脂肪酸又はビタミンＥ類の何れかの含有量を減らすことも考えられ
るが、何れも化粧料及び皮膚外用剤ではよく使用される成分であり、これをできるだけ自
由な含有量で使用したい。
　そこで、多価不飽和脂肪酸及びビタミンＥ類の含有量を気にすることなく、これらを含
む組成物の変色を抑制できる成分の探索が必要となった。
【００５８】
［実施例１：化粧水］
　そこで、本発明者らは、表２に示すように、リノール酸及び天然由来ビタミンＥを含有
させた化粧水において、各種植物抽出物を配合し、その経時的変色を、５週間程度静置し
た後の５℃保管品と５０℃保管品の色差ΔＥを用いて評価した。製造時の化粧水のｐＨ（
２０℃）は５．１であった。比較例２～４として、ドクダミ抽出物の代わりにシャクヤク
抽出物、ローズマリー抽出物及び緑茶抽出物を配合した化粧水を評価した。
【００５９】
＜５０℃と５℃のΔＥの評価＞
　６未満　　　　　　〇：ほぼ変色なし
　６以上７．５未満　△：変色あり
　７．５以上　　　　×：変色強い
【００６０】
　製造方法
１．成分（１）～（４）および成分（１０）～（１３）をあわせて均一に混合する
２．成分（５）～（９）、（１４）、（１５）を均一に混合する。
３．１を撹拌しながら２を徐々に添加し、添加終了後５分間まで撹拌して、化粧水を得た
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。
【００６１】
【表２】

【００６２】
　実際の製品である化粧水においても、植物抽出物を添加していない比較例１は、経時的
に変色が生じ、化粧料や皮膚外用剤に重要である良好な経時安定性が認められなかった。
　そして、シャクヤク抽出物、ローズマリー抽出物及び緑茶抽出物の何れを化粧水に配合
しても、これら植物抽出物を添加していない比較例１の化粧水と比較すると、かえって変
色が強くなってしまった。これら植物抽出物は、抗酸化作用を有することでもよく知られ
ているが、単に抗酸化作用を有する植物抽出物だけでは、この変色を抑制することができ
ないと考えた。このため、変色抑制成分としての指標がないため、経験則的に導き出すし
かないと考え、様々な成分で行った。
【００６３】
　本発明者らは、偶然にも、ドクダミ抽出物において、リノール酸及び天然由来ビタミン
Ｅを含む組成物の変色を抑制することができることを見出した。しかも、色差評価では、
変色がないかほとんどないレベルまで達しており、格別顕著な効果といえる。また、リノ
ール酸及び天然由来ビタミンＥ以外の成分を含む実用品において、変色抑制効果が認めら
れたため、化粧料、皮膚外用剤、その他組成物といった幅広い製品にも応用可能であると
考える。
【００６４】
［実施例３：化粧水］
（製法）
　Ａ．下記成分（６）～（１２）を混合溶解する。
　Ｂ．下記成分（１）～（５）と（１３）を混合溶解する。
　Ｃ．前記ＢにＡを加え混合し、化粧水を得た。
【００６５】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
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　２．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．乳酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
　４．乳酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　５．ドクダミ抽出物　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　０．００１
　６．ポリオキシエチレン（６０モル）硬化ヒマシ油　　　　　　１．２
　７．ポリオキシエチレン（４０モル）硬化ヒマシ油　　　　　　０．５
　８．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　９．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１０．合成ビタミンＥ（注２）　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１
１１．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１２．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１３．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
　（注１）製造例１のドクダミ抽出物
　（注２）ビタミンＥエーザイ（エーザイフード・ケミカル株式会社）
【００６６】
　実施例３の化粧水は変色がなく経時安定性が良好であった。
【００６７】
［実施例４：水中油乳化型化粧水］
（製造方法）
Ａ：成分（１）～（６）を７０℃に加熱溶解する。
Ｂ：成分（７）～（９）を７０℃に加熱溶解後、前記Ａに添加し乳化する。
Ｃ：前記Ｂを室温まで冷却する。
Ｄ：前記Ｃをマイクロフルイダイザーにて高圧処理（処理圧２００ＭＰａ）する。
Ｅ：前記Ｄに成分（１０）～（１５）を均一に混合して水中油乳化型化粧水を得た。
【００６８】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０００１
　２．水素添加大豆リン脂質　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　３．コレステロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８
　４．イソステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　５．天然ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　６．テトラ－２エチルヘキサン酸ペンタエリスリチル　　　　１．０
　７．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　８．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１０．ドクダミ抽出物（注４）　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１１．グリコシルトレハロース　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１２．ピロリドンカルボン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　１．０
１３．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１４．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　０．２
１５．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（注３）イーミックス７０Ｌ（エーザイフード・ケミカル社製）
　（注４）ドクダミ科（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）ドクダミ属（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ）
、ドクダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）の開花期地上部を乾燥したものの
粉砕物１０ｇに、５０体積％１，３－ブチレングリコール水溶液（１，３－ブチレングリ
コール　１：水　１（Ｖｏｌ／Ｖｏｌ））１００ｍＬを加えて室温（１０～３０℃）で７
日間抽出を行なった。その後、抽出液を濾過し、溶媒を留去してドクダミ抽出物を得た。
【００６９】
　実施例４の化粧水は変色がなく経時安定性が良好であった。
【００７０】
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［実施例５：美容液］
（製法）
　Ａ．下記成分（１）～（１０）を混合溶解する。
　Ｂ．下記成分（１１）～（１７）を混合溶解する。
　Ｃ．前記ＡにＢを加え混合し、美容液を得た。
【００７１】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　２．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　８．０
　３．アクリル酸・メタクリル酸アルキル（Ｃ１０－３０）
　　　クロスポリマー（注５）　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　４．キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　５．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
　６．水酸化ナトリウム２％水溶液　　　　　　　　　　　　　２．０
　７．ドクダミ抽出物（注６）　　　　　　　　　　　　　　　０．００５
　８．ヒアルロン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
　９．加水分解エラスチン　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１０．加水分解コラーゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１１．ポリオキシエチレン（６０モル）硬化ヒマシ油　　　　　０．５
１２．イソステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１３．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１
１４．天然由来ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　０．０１
１５．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　０．１
１６．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
１７．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２
　（注５）ＣＡＲＢＯＰＯＬ１３８２（ＬＵＢＲＩＺＯＬ　ＡＤＶＡＮＣＥＤ　ＭＡＴＥ
ＲＩＡＬＳ社製）
　（注６）ドクダミ科（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）ドクダミ属（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ）
、ドクダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）の開花期地上部を乾燥したものの
粉砕物１０ｇに精製水１００ｍＬを加えて加温（５０～６０℃）しながら撹拌し、４時間
抽出を行なった。その後、抽出液を濾過し、溶媒を留去してドクダミ抽出物を得た。
【００７２】
　実施例５の美容液は変色がなく経時安定性が良好であった。
【００７３】
［実施例６：美容液］
（製造方法）
Ａ：成分（１）～（６）を７０℃にて加熱溶解する。
Ｂ：成分（７）～（１９）を７０℃にて加熱後、前記Ａを添加して乳化し室温まで冷却し
て、水中油型美容液を得た。
【００７４】
　（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　２．セラミド３（注７）　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　３．トリエチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　３．０
　４．セスキオレイン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　１．５
　５．ジメチルポリシロキサン（注８）　　　　　　　　　２．０
　６．ｄｌ－α－トコフェロール（注９）　　　　　　　　０．０２
　７．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　８．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　５．０
　９．１，２－ペンタンジオール　　　　　　　　　　　　２．０
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１０．キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１１．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１２．リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１３．リン酸一水素ナトリウム　　　　　　　　　　　　　０．１
１４．ドクダミ抽出物（注１０）　　　　　　　　　　　　０．００００１
１５．カルボキシメチルセルロース　　　　　　　　　　　２．０
１６．キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１７．ヒアルロン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　０．０５
１８．エデト酸２ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　０．０２
１９．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　（注７）ＣＥＲＡＭＩＤＥ３（日光ケミカルズ社製）
　（注８）ＫＦ－９６－１０ＣＳ（信越化学工業社製）
　（注９）ＤＳＭニュートリションジャパン株式会社製
　（注１０）ドクダミ科（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）ドクダミ属（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ
）、ドクダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）の開花期地上部を乾燥したもの
の粉砕物１０ｇに、７０体積％エタノール水溶液（ＥｔＯＨ　７：水　３（Ｖｏｌ／Ｖｏ
ｌ））１００ｍＬを加えて室温（１０～３０℃）で５日間抽出を行なった。その後、抽出
液を濾過し、溶媒を留去してドクダミ抽出物を得た。
【００７５】
　実施例６の美容液は変色がなく経時安定性が良好であった。
【００７６】
［実施例７：水中油型乳液］
　（製法）
　Ａ．成分（１）～（５）を７０℃で均一に溶解混合する。
　Ｂ．成分（６）～（１４）を８０℃で均一に溶解混合する。
　Ｃ．前記ＡにＢを添加し７０℃で乳化する。
　Ｄ．前記Ｃに成分（１５）～（１９）を添加混合した後、４０℃まで冷却して水中油型
乳液を得た。
【００７７】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　５．０
　２．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
　４．ドクダミ抽出物（注１１）　　　　　　　　　　　　　　０．５
　５．水酸化ナトリウム２％水溶液　　　　　　　　　　　　　０．２
　６．Ｎ－ミリストイル－Ｌ－グルタミン酸　　　　　　　　　０．２
　７．ポリオキシエチレン（１０モル）硬化ヒマシ油　　　　　０．２
　８．マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル　　　　　　　１．０
　９．トリ（カプリル酸／カプリル酸）グリセリル　　　　　　０．２
１０．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１１．天然ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　　　１．０
１２．Ｎ－ステアロイルフィトスフィンゴシン　　　　　　　　０．１
１３．酢酸トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１４．ステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１５．１，２－ペンタンジオール　　　　　　　　　　　　　　０．１
１６．カルボキシビニルポリマー（注１２）　　　　　　　　　０．１５
１７．（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）
　　　コポリマー（注１３）　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
１８．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１９．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
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　（注１１）ドクダミ科（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）ドクダミ属（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ
）、ドクダミ（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ　ｃｏｒｄａｔａ）の葉の粉砕物１０ｇに、５０体
積％エタノール水溶液（ＥｔＯＨ　１：水　１（Ｖｏｌ／Ｖｏｌ））１００ｍＬを加えて
室温（１０～３０℃）で５日間抽出を行なった。その後、抽出液を濾過し、溶媒を留去し
てドクダミ抽出物を得た。
　（注１２）　ＣＡＲＢＯＰＯＬ９４１（ＬＵＢＲＩＺＯＬ　ＡＤＶＡＮＣＥＤ　ＭＡＴ
ＥＲＩＡＬＳ社製）
　（注１３）　ＳＩＭＵＬＧＥＬ　ＥＧ（ＳＥＰＩＣ社製）
【００７８】
　実施例７の乳液は変色がなく経時安定性が良好であった。
【００７９】
［実施例８：乳液］
　（製法）
Ａ：成分（１）～（８）を７０℃にて加熱溶解する。
Ｂ：成分（９）～（１５）を７０℃にて加熱後、前記Ａに添加し乳化する。
Ｃ：前記Ｂを室温まで冷却後、成分（１６）～（１８）を添加し、水中油型乳液を得た。
【００８０】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６
　２．α－リノレン酸（注１４）　　　　　　　　　　　　　　０．４
　３．水素添加大豆リン脂質　　　　　　　　　　　　　　　　１．２
　４．δ―トコフェロール（注１５）　　　　　　　　　　　　０．００３
　５．α―トコフェロール（注１６）　　　　　　　　　　　　０．００２
　６．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　１６．０
　７．イソノナン酸イソトリデシル　　　　　　　　　　　　　１．０
　８．トリエチルヘキサノイン　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　９．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１０．クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１１．クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１２．水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１３．ドクダミ抽出物（注１７）　　　　　　　　　　　　　　０．０００１
１４．ヒドロキシプロリン　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１５．フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１６．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８
１７．カルボキシビニルポリマー（注１２）　　　　　　　　　０．２
１８．キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（注１４）和光純薬社製
　（注１５）シグマ・アルドリッチ社製
　（注１６）シグマ・アルドリッチ社製
　（注１７）ドクダミ科（Ｈｏｕｔｔｕｙｎｉａ）ドクダミ属（Ｓａｕｒｕｒａｃｅａｅ
）、ハンゲショウ（Ｓａｕｒｕｒｕｓ　ｃｈｉｎｅｎｓｉｓ）の葉の粉砕物１０ｇに、５
０体積％エタノール水溶液（ＥｔＯＨ　１：水　１（Ｖｏｌ／Ｖｏｌ））１００ｍＬを加
えて室温（１０～３０℃）で５日間抽出を行なった。その後、抽出液を濾過し、溶媒を留
去してドクダミ抽出物を得た。
【００８１】
　実施例８の乳液は変色が少なく経時安定性が良好であった。
【００８２】
［実施例９：クリーム］
（製法）
Ａ：成分（１）～（１０）を７０℃にて加熱溶解する。



(17) JP 2019-147770 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

Ｂ：成分（１１）～（１７）を７０℃にて加熱後、前記Ａを添加し乳化する。
Ｃ：前記Ｂを室温まで冷却し、（１８）～（２０）を添加混合して水中油型クリームを得
た。
【００８３】
　（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　２．ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）（注１８）　　　　　　　　　　１．０
　３．モノオレイン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン　　　　２．０
　４．ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸　（注１９）　　　０．３
　５．ジカプリン酸プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　１．７
　６．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．５
　７．セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　８．ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　９．ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
１０．合成型ビタミンＥ（注２）　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
１１．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
１２．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
１３．カルボキシビニルポリマー　（注２０）　　　　　　　　　　　０．３
１４．カラギーナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１５．水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１６．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１７．ドクダミ抽出物（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
１８．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
１９．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
２０．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（注１８）和光純薬社製
　（注１９）ＮＩＫＫＯＬ－ＤＤＰ１０（日光ケミカルズ社製）
　（注２０）ハイビスワコー１０５（和光純薬工業社製）
【００８４】
　実施例９のクリームは変色が少なく経時安定性が良好であった。
【００８５】
［実施例１０：日焼け止め料］
（製法）
Ａ．成分（１０）～（１２）を三本ロールにて分散処理する。
Ｂ．前記Ａと、成分（１）～（９）を７０℃に加温する。
Ｃ．成分（１３）～（１８）を７０℃に加温する。
Ｄ．前記ＣにＢを加え、乳化する。
Ｅ．前記Ｄを室温まで冷却して冷却してクリーム状水中油乳化型乳日焼け止め料を得た。
【００８６】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　２．流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　３．モノオレイン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン　　　　２．０
　４．ポリオキシエチレン（６０モル）硬化ヒマシ油　　　　　　　　１．０
　５．ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸　（注１９）　　　０．１
　６．アクリル－シリコーン系グラフト共重合体溶液　（注２１）　　１．０
　７．パラメトキシケイ皮酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　８．天然ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１
　９．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１０．ミリスチン酸（３％）メチルハイドロジェンポリシロキサン
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　　　（１５％）処理酸化亜鉛（粒子径２０ｎｍ）　　　　　　　　１０．０
１１．デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　１５．０
１２．（ジメチコン／フェニルジメチコン）クロスポリマー混合物
　　　（固形分１５％）　（注２２）　　　　　　　　　　　　　　１０．０
１３．ステアロイルメチルタウリンナトリウム　　　　　　　　　　　２．０
１４．（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）
　　　コポリマー　（注１３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
１５．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
１６．ポリエチレングリコール　（注２３）　　　　　　　　　　　　５．０
１７．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１８．ドクダミ抽出物（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
　（注２１）ＫＰ５４５Ｌ（信越化学工業社製）
　（注２２）ＫＳＧ－１８（信越化学工業社製）
　（注２３）ＰＥＧ４００（三洋化成工業社製）
【００８７】
　実施例１０の日焼け止め料は変色がなく経時安定性が良好であった。
【００８８】
［実施例１１：リキッドファンデーション］
（製法）
Ａ：成分（１５）～（２２）を３本ローラーにて分散処理する。
Ｂ：成分（１）～（９）を９０℃にて加熱し均一混合する。
Ｃ：前記Ｂに約９０℃に加熱した（１０）を添加し乳化後、冷却して（１１）～（１４）
を添加した。
Ｄ：前記ＣにＡを混合する
Ｅ：前記Ｄを容器に充填して水中油型リキッドファンデーションを得た。
【００８９】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．ポリオキシエチレン（６０）硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　０．５
　２．テトラオレイン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビット　　　１．０
　３．（ジメチコン／ビニルジメチコン）
　　　クロスポリマー混合物（固形分５％）（注２４）　　　　　　１０．０
　４．メチルトリメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　５．メトキシケイ皮酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　６．ビスエチルヘキシルオキシフェノール
　　　メトキシフェニルトリアジン（注２５）　　　　　　　　　　　５．０
　７．アクリル－シリコーン系グラフト共重合体溶液（注２６）　　　５．０
　８．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　９．天然ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　　０．００００１
１０．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
１１．（アクリル酸ナトリウム／アクリロイルジメチルタウリン
　　　ナトリウム）コポリマー（注１９）　　　　　　　　　　　　　１．０
１２．フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
１３．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
１４．ドクダミ抽出物（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０００１
１５．アクリル酸アルキルポリマーエマルション（注２７）　　　　　３．０
１６．トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．５
１７．黒酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１８．ベンガラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３
１９．酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
２０．黄酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
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２１．セリサイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
２２．赤色２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（注２４）ＫＳＧ－１５（信越化学工業社製）
　（注２５）ＴＩＮＯＳＯＲＢ　Ｓ（ＢＡＳＦ社製）
　（注２６）ＫＰ－５４１（信越化学工業社製）
　（注２７）ウルトラゾールＶ－２８０Ｃ（アイカ工業社製）
【００９０】
　実施例１１のリキッドファンデーションは変色がなく経時安定性が良好であった。
【００９１】
［実施例１２：含浸マスク］
（製法）
Ａ：成分（１）～（６）を７０℃に加熱溶解する。
Ｂ：成分（７）～（１１）を７０℃に加熱溶解後、前記Ａに添加し乳化する。
Ｃ：前記Ｂを室温まで冷却し（１２）～（１４）を加えて混合し、水中油型乳液を得た。
Ｄ：前記Ｃを不織布（材質：セルロース）にしみこませ、含浸マスクを得た。
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　２．ポリオキシエチレン（４０）硬化ヒマシ油　　　　　　　０．５
　３．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　０．１
　４．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　５．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４
　６．天然ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
　７．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　８．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
　９．温泉水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
１０．水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．ドクダミ抽出液（注１）　　　　　　　　　　　　　　　０．０００１
１２．カルボキシビニルポリマー（注２０）　　　　　　　　　０．１
１３．キサンタンガム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１４．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
 
【００９２】
　実施例１２の含浸マスクは変色がなく経時安定性が良好であった。
【００９３】
［実施例１３：ハンドクリーム］
（製法）
Ａ：成分（１）～（１２）、（２４）を７０℃で混合溶解する。
Ｂ：成分（１３）～（２３）を７０℃で混合溶解する。
Ｃ：撹拌しながら前記ＢにＡを加えて乳化する。
Ｄ：前記Ｃを室温まで冷却しハンドクリームを得た。
【００９４】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．モノステアリン酸ポリエチレングリコール　　　　　　　２．０
　２．モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　３．０
　３．セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　２．０
　４．ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　５．流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　６．ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
　７．ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル
　　／フィトステリル／ベヘニル）（注２８）　　　　　　　　２．０
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　８．オレイン酸オレイル　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　９．コエンザイムＱ１０　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１０．リノール酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４
１１．天然ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１２．パルミチン酸レチノール　　　　　　　　　　　　　　　０．３
１３．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　０．２
１４．濃グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１５．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　１０．０
１６．リン酸１水素ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１７．リン酸２水素ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１８．エデト酸２ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１９．水酸化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
２０．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
２１．ドクダミ抽出物（注１）　　　　　　　　　　　　　　　０．０００１
２２．ローヤルゼリー抽出液　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
２３．アスコルビン酸リン酸マグネシウム　　　　　　　　　　０．５
２４．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　（注２８）エルデュウＰＳ－３０４（味の素社製）
【００９５】
　実施例１３のハンドクリームは変色がなく経時安定性が良好であった。
【００９６】
［実施例１４：化粧水］
（製法）
　Ａ．下記成分（６）～（１２）を混合溶解する。
　Ｂ．下記成分（１）～（５）と（１３）を混合溶解する。
　Ｃ．前記ＢにＡを加え混合し、化粧水を得た。
【００９７】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　２．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．乳酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
　４．乳酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　５．ドクダミ抽出物　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　０．００１
　６．ポリオキシエチレン（６０モル）硬化ヒマシ油　　　　　　１．２
　７．ポリオキシエチレン（４０モル）硬化ヒマシ油　　　　　　０．５
　８．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
　９．α－リノレン酸（注１４）　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１０．合成ビタミンＥ（注２）　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１
１１．パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１２．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１３．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【００９８】
　実施例１４の化粧水は変色がなく経時安定性が良好であった。
【００９９】
［実施例１５：水中油型乳液］
　（製法）
　Ａ．成分（１）～（５）を７０℃で均一に溶解混合する。
　Ｂ．成分（６）～（１４）を８０℃で均一に溶解混合する。
　Ｃ．前記ＡにＢを添加し７０℃で乳化する。
　Ｄ．前記Ｃに成分（１５）～（１９）を添加混合した後、４０℃まで冷却して水中油型
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【０１００】
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　１．１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　５．０
　２．ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　３．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
　４．ドクダミ抽出物（注１１）　　　　　　　　　　　　　　０．５
　５．水酸化ナトリウム２％溶液　　　　　　　　　　　　　　０．２
　６．Ｎ－ミリストイル－Ｌ－グルタミン酸　　　　　　　　　０．２
　７．ポリオキシエチレン（１０モル）硬化ヒマシ油　　　　　０．２
　８．マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル　　　　　　　１．０
　９．トリ（カプリル酸／カプリル酸）グリセリル　　　　　　０．２
１０．ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）（注１８）　　　　　　　０．１
１１．天然ビタミンＥ（注３）　　　　　　　　　　　　　　　１．０
１２．Ｎ－ステアロイルフィトスフィンゴシン　　　　　　　　０．１
１３．酢酸トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１４．ステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１５．１，２－ペンタンジオール　　　　　　　　　　　　　　０．１
１６．カルボキシビニルポリマー（注１２）　　　　　　　　　０．１５
１７．（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）
　　　　コポリマー（注１３）　　　　　　　　　　　　　　　２．０
１８．エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
１９．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
【０１０１】
　実施例１５の乳液は変色がなく経時安定性が良好であった。
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